
議案第 30号

平成 30年度おいらせ町一般会計補正予算 (第 6号)について

平成 30年度おいらせ町の一般会計補正予算は、次に定めるところによ

る。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 90, 311千 円を追力日

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9, 966, 343千円とす

る。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第 1表歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費)

第 2条 地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 213条第 1項の規定

により翌年度に繰 り越 して使用することができる経費は、「第 2表繰越明

許費」による。

(債務負担行為の補正)

第 3条 債務負担行為の廃止は、「第 3表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第 4条 地方債の追加、変更及び廃止は、F第 4表地方債補正」による。

平成 31年 3月 7日 提出
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おいらせ町長 成 田  隆



第 1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
(単位 :千円)

べ

ω

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1町 税 2,517,827 19,928 2,537,755

1町 民 税 1,105,473 6,880 1,112,353

2固定資産税 1,149,955 8,884 1,158,839

3軽 自動車税 74,262 4,164 78,426

8国有提供施設等所在市町村助成交付金 900 905

1国有提供施設等所在市町村助成交付金 905

10地方交付税 3,305,794 5,340 3,311,134

1地方交付税 3,305,794 5,340 3,311,134

12分担金及び負担金 117,549 ∠ゝ 7,026 110,523

2負 担 金 111,999 ∠ゝ 7,026 104,973

13使用料及び手数料 86,262 577 86,839

1使 用 料 70,140 419 70,559

2手 数 料 16,122 16,280

14国庫支出金 1,113,558 19,464 1,133,022

1国庫負担金 1,000,254 6,159 1,006,413

2国庫補助金 108,494 13.320 121,814

3国庫委託金 4,810 ∠ゝ 15 4,795

15県支出金 983,222 849 984,071

1県負担金 554,680 10,399 565,079

2県補助金 388,288 △ 12,695 375,593
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(単位 :千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

3県委託金 40,254 ス
仕 43,399

16財産収入 11,935 8,781 20,716

1財産運用収入 11,732 11,805

2財産売払収入 8,708 8,911

17寄 附 金 10,001 4,500 14,501

1寄 附 金 10,001 4,500 14,501

18繰 入 金 543,022 15,189 558,211

2基金繰入金 527,865 189 543,054

20諸 収 入 60,216 12,504 72,720

1延滞金 。加算金及び過料 3,502 2,520 6,022

5雑   入 52,779 9,984 62,763

21町  債 542,300 10,200 552,500

1町 債 542,300 10,200 552,500

歳 入
△ 計 9,876,032 90,311 9,966,343



出歳

Ｎ

ｕ

(単位 :千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1議 会 費 101,885 ∠ゝ 549 101,336

1議 会 費 101,885 ∠ゝ549 101,336

2総 務 費 1,292,553 52,108 1,344,661

1総務管理費 636,739 44,870 681,609

2企 画 費 460,824 9,670 470,494

3徴 税 費 131,669 ∠ゝ 1,359 130,310

4戸籍住民登録費 53,592 △ 41 53,551

5選 挙 費 7,019 ∠ゝ974 6,045

7監査委員費 1,059 ∠ゝ58 1,001

3民 生 費 3,306,335 30,659 3,336,994

1社会福祉費 1,565,466 1,592,587

2児童福祉費 1,738,347 6,038 1,744,385

3災害救助費 2,522 ∠ゝ2,500

4衛 生 費 607,647 143 624,790

1保健衛生費 269,674 3,086 272,760

2清 掃 費 230,008 ∠ゝ 5,932 224,076

4病 院 費 101,809 19,989 121,798

5労 働 費 5,167 5,180

1労働諸費 5,167 5,180

6農林水産業費 295,668 ∠ゝ26,553 269,115
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(単位 :千円)

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額 計

1農 業 費 245,466 ∠ゝ9,819 235,647

3水産業費 46,806 ∠ゝ 16,734 30,072

7商 工 費 113,475 И
仕 113,816

1商 工 費 113,475 341 113,816

8土 木 費 1,428,147 ∠ゝ 16,109 1,412,038

1土木管理費 179 179

2道路橋 りょう費 528,513 ∠ゝ 12,751 515,762

3都市計画費 817,403 ∠ゝ3,358 814,045

9消 防 費 450,971 277 451,248

1消 防 費 450.971 277 451,248

10教 育 費 1,226,405 32,981 1,259,386

1教育総務費 162,910 ∠ゝ 1,672 161,238

2小学校費 194,379 ∠ゝ 710 193,669

3中学校費 151,396 46,154 197,550

4社会教育費 194,830 195,348

5保健体育費 522,890 ∠ゝ 11,309 511,581

歳 出
△ 計 9,876,032 90,311 9,966,343



第 2表  繰 越 明 許 費

款 項 事 業 名 金 額

2総 務 費 2企  画  費 二川 目地区光ケーブル移設事業

千 円

810

10 教  育  費 3 中 学'校 費 中学校施設非構造部材耐震化事業 46, 390
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第 3表  債 務 負 担 行 為 補 正

廃  止 (単位 :千円)

ヽ
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事 項 期 間 限  度  額

学 校 '給 食 配 膳 業 務 委 託 料 平成 29年度～平成 32年度 33,354



第 4表 地 方 債 補 正

Ｎ

Ｏ

追 力日

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法

中 学 校 施 設 非 構 造 部 材 耐 震 化 事 業

千 円

29,300 証書借入

年 3.5%以内

(ただし、利率見直し方

式で借入れる場合、利率

の見直しを行つた後に

おいては、当該見直し後

の利率)

政府資金については、その融資条件に

より、銀行その他の場合にはその債権者

と協定するものによる。

ただし、町財政の都合により据置期間

及び償還期限を短縮し、又は繰上償還も

しくは低利に借換えすることができる。

変 更

起 債 の 目 的
ネ甫 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法

百 石 漁 港 改 修 事 業

千円

40,500 証書借入 年 3.5%以内

(ただし、禾J率

見直し方式で借

入れる場合、利

率の見直しを行

つた後において

は、当該見直し

後の利率)

政府資金について

は、その融資条件に

より、銀行その他の

場合にはその債権者

と協定するものによ

る。

ただし、町財政の都

合により据置期間及

び償還期限を短縮

し、又は繰上償還も

しくは低利に借換え

することができる。

千円

25,400 証書借入 年 3.5%以内

(ただし、利率

見直し方式で借

入れる場合、利

率の見直しを行

つた後において

は、当該見直し

後の禾1率 )

政府資金について

は、その融資条件に

より、銀行その他の

場合にはその債権者

と協定するものによ

る。

ただし、町財政の都

合により据置期間及

び償還期限を短縮

し、又は繰上償還も

しくはイ氏利に借換え

することができる。

住 吉 町 線 整 備 事 業 8,500 8,000

防 火 水 槽 整 備 事 業 7,100 6,900

下田第6分団消防ポンプ自動車購入事業

(緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 )

25,000 24,200



廃 止

起 債 の 目 的 限 度 額

災 害 援 護 資 金 貸 付 事 業

千 円

2, 500

∞

〇


